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宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務等委託に係る 

公募型プロポーザル参加事業者募集要項 

 

１．目的 

 本募集要項は、宮津市が発注する「宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務

等」を受注する者を選定する者に当たって、その選定手順及び評価基準等を示したものである。 

 

２．業務概要 

（１）業務名  宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務等 

（２）業務内容  別紙１「仕様書のとおり」 

（３）契約期間  契約締結日から令和 10 年３月 31 日まで 

（４）委託上限額 20,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

         なお、この金額は、契約(予定)金額を示すものではない。 

（５）契約保証金 免除 

 

３．参加資格 

 本プロポーザルに参加するものは、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施工令(昭和 22年政令第 16 号)第 167 条の４の規定に該当しないこと。 

（２）民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては更生 

計画の認可がなされていない者、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく再生手続開始の 

申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者でないこと。 

（３）宮津市税、消費税又は地方消費税の滞納をしている者でないこと。 

（４）本プロポーザルに係る公告の日から候補者の選定の日までの期間に、宮津市の指名競争入札に 

おいて指名停止措置を受けていないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「法」という。） 

第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げる者に 

該当しないこと。  

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）  

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員であ 

 る者又は暴力団員がその経営に関与している者  

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって 

暴力団の利用等をしている者  

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に 

暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者  
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キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 

（６）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある 

団体に属する者に該当しないこと。  

 

４．参加手続  

（１）担当部署及び問い合わせ先  

〒626-8501 京都府宮津市字柳縄手 345-1  

宮津市総務部総務課情報推進係  

電話 0772-45-1602  FAX 0772-25-1691  

電子メールアドレス soumu@city.miyazu.kyoto.jp  

（２）募集要項等の配布  

ア 配布期間：令和８年２月５日（木）から令和８年２月 24 日（火）まで  

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）  

イ 配布場所及び受付場所  

４の（１）の担当部署で配布するほか、宮津市ホームページからダウンロードできる。 

 https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/28845.html 

（３）応募書類の提出期間、提出場所及び提出方法  

ア 提出期限：令和８年２月 18 日（水）から令和８年２月 24 日（火）午後５時まで  

※令和８年２月 24 日の午後５時以降に到着した応募書類は無効とする。  

イ 提出場所：４の（１）に同じ。  

ウ 提出方法：持参（平日の午前９時から午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限る。）  

 

５．質疑・回答  

（１）受付期間：令和８年２月５日（木）から令和８年２月 13 日（金）まで  

※令和８年２月 13 日（金）午後５時必着とする。  

（２）質疑方法：電子メ－ル  

※４の（１）に記載する電子メールアドレス宛に提出すること。  

（３）質疑様式等：様式は任意とするが、次の点に留意すること。  

ア 件名は「宮津市庁舎整備のオフィス環境整備等アドバイザリー支援業務に関する質問」とす 

ること。  

イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレスを記 

載すること。  

ウ 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。  

（４）回答日時：質問後すみやかに回答する。ただし、令和８年２月 17日（火）午後５時を最終回 

        答の日時とする。  

 

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/28845.html
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（５）回答方法：質問への回答は提出期限（令和８年２月２４日（火）午後５時）まで宮津市ホーム

ページに掲示し、個別には回答しない。  

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/28845.html 

６．応募書類  

（１）提出書類  

ア 参加申込書（様式１）  

イ 企画提案書 ※６の（２）に記載する作成方法によること。  

ウ 価格提案書（見積書）（消費税及び地方消費税を含む）  

※任意様式とする。宮津市長宛で作成し、代表者印を押印の上、封入封印すること。また、 

別紙１「仕様書」の３．業務内容の項番（丸数字）順に見積内訳書を作成し同封すること。  

エ 宮津市税の滞納がないことの証明  

オ 消費税及び地方消費税の納税証明  

※エ及びオについては、発行日から３か月以内のもの。コピー可。  

※エ及びオについて、共同提案を行う場合は全ての構成員について添付すること。  

カ 共同提案する場合は、以下の書類を添付すること。 

（ア）共同企業者届出書兼委任状（様式２） 

（イ）共同企業体協定書（様式３） 

（ウ）使用印鑑届（様式４）  

キ 提案事業者が法人の場合は、以下の書類を添付のこと。なお、共同企業体で参加する場合は 

構成員全ての法人について添付すること。  

（ア）法人登記簿謄本 ※発行日から３か月以内のもの。コピー可。  

（イ）法人定款  

ク 提案事業者が任意団体の場合は、以下の書類を添付のこと。なお、共同企業体で参加する場 

合は構成員全ての任意団体について添付すること。  

（ア）団体の規約  

（イ）役員一覧 

  

（２）企画提案書の作成方法 

本業務において求める企画提案書は、別紙１「仕様書」の目的及び業務内容等を十分理解した 

上で、以下の表の項番順に内容を記載して作成すること。 

企画提案書は、任意様式で表紙を除いて A4 サイズ片面 20枚以内とし、プレゼンテーションで 

使用できるファイル形式で作成すること。 

№ 項 目 内 容 

１ 業務実施体制等 ・法人の概要 

・業務体制 

・業務分担 

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/28845.html
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・業務工程 

２ 類似業務実績 ・オフィスレイアウト設計の実績 

・働き方改革、意識醸成支援業務の実績 

・文書量調査等業務の実績 

・引越計画等策定業務の実績 

３ 執務環境（ワークプレイス）および現況調査 

①現地調査等による執務環境および現状レイア 

ウトの把握 

②現状レイアウト図の作成 

③現状物品・什器の個別把握および新庁舎への流 

用判定 

④保存文書量の実測調査（Fm 換算等）および新 

庁舎での収納量等に基づく削減目標の設定 

⑤その他、現況把握に付随する要件整理等 

・項目別の調査や実施手法、おおよその業

務日数、創意工夫等 

 

４ 働き方（ワークスタイル）改革および意識醸成支

援 

①働き方や職員の意識に関する調査（アンケート 

調査等） 

②働き方改革や職員の意識改革、新庁舎での働き 

方の浸透に向けた研修、視察、ワークショップ 

等の企画・実施 

③窓口改革および DX 推進に伴う業務最適化 

（BPR）に向けたアドバイザリー支援 

④その他、ソフト面の変革に付随する要件整理等 

・項目別の調査や実施手法、おおよその業

務日数、創意工夫等 

 

５ レイアウト検討資料の提示および詳細設計業務 

※なお詳細設計業務は、既に事業者決定している

建築側設計事業者が示すレイアウトに対する助

言・指導及び詳細配置に係る調整などを想定 

①関連部署に対するワークスタイル等のヒアリ 

ングおよび個別要件定義 

②行政側の意思決定および建築設計への反映を 

目的とした、専門的知見に基づく「レイアウト 

検討資料（素案）」等の提示 

③確定した建築設計図面を基にした、座席割・什 

器配置・詳細動線等を確定させる「詳細レイア 

ウト設計図」の作成 

・項目別の実施手法、おおよその業務日

数、創意工夫等 
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④新規什器等の調達に伴う入札仕様書（案）の作 

成および最終的な既存物品流用リストの策定 

支援 

６ プロジェクト推進および設計反映への支援 

①本プロジェクトの全体進行管理（PM 支援）お 

よび定例会議等への出席 

②建築設計側に対するレイアウト意図の説明、お 

よび設計図書への反映に向けた技術的な連絡 

調整支援 

③本プロジェクトにおける検討事項に対する、専 

門的見地（有識者・学識経験者等）からの助言・ 

提案 

・項目別の実施手法、おおよその業務日

数、創意工夫等 

 

７ 移転計画策定支援 

①移転全体工程表（案）の策定 

②移転作業に伴うナンバリング図面および物品 

移動リストの作成 

③職員向け移転作業マニュアルの作成および説 

明の実施 

④その他、円滑な移転完遂に向けた実務支援 

・項目別の実施手法、おおよその業務日

数、創意工夫等 

 

８ 上記３～７の各項目以外の独自提案 ・宮津市庁舎整備基本計画に関連する執

務改善及び移転集約に向けた支援業務へ

波及させる観点での独自提案項目 

※留意事項 宮津市庁舎整備基本計画を踏まえた上で提案すること。 

（３）提出部数 

11 部（正本１部、副本 10 部） 

（４）提出された応募書類の取扱い  

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザル手続における契約の相手方の候補者の選定以外の 

目的では使用しない。ただし、公文書公開請求があった場合は、宮津市情報公開条例に基づき 

取り扱うこととする。  

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うことがある。  

ウ 提出された応募書類は返却しない。  

エ 企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。  

オ 企画提案書に含まれる著作権、特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利 

の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負う。 
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７．評価方法等  

（１）評価基準  

別紙２「評価基準表」のとおり  

（２）プレゼンテーション及びヒアリングの実施  

企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを順次個別に行う。  

ア 日時・場所：令和８年３月２日（月）午後１時～  宮津市役所３階応接室  

※なお、提案事業者ごとのプレゼンテーション等の時間は、応募締切後に、参加申込書に記 

載の担当者へ電子メールにて通知する。  

イ 参加人数：３名以内  

ウ 方法：提案事業者ごとに対面方式  

エ 所要時間：提案者からの説明 20 分、質疑 20分  

※プレゼンテーションは、企画提案書を使用して説明すること。  

（３）評価方法  

企画提案書、価格提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、７の（１）に記載す 

る評価基準に基づいて評価する。  

（４） 候補者の選定方法  

ア 失格者を除いた者の内、７の（３）の評価の結果、各評価項目の評価点を合計した総合点が 

最も高い者を、契約の相手方の候補者として選定する。  

イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者とし 

て選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額の範囲内で価格 

提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補者と 

して選定する。  

ウ ア、イに関わらず、総合点が 60 点未満の場合は、候補者として選定しない。  

（５）その他  

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。  

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合  

イ 本募集要項に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合  

ウ 価格提案書の金額が２の（４）の委託上限額を超える場合  

エ 宮津市の示す仕様を満たさない提案を行った場合  

オ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合  

カ 評価に係る選定委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合  

キ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合  

 

８．選定結果の通知  

候補者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。なお、選定結果に関する異議は 
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認めない。 

９．契約手続  

（１）契約交渉の相手方に選定された候補者と宮津市との間で、委託内容、経費等について再度調 

整を行った上で協議が整った場合、委託契約を締結する。  

（２）受注者は契約金額の100分の10の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければならない。た 

  だし、宮津市財務規則（昭和40年規則第13号）第123条各号のいずれかに該当する場合は契約保 

証金を免除する。  

（３）契約代金の支払いについては、精算払いとする。  

（４）選定された候補者が、特別な事情等により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞 

退届を提出すること。なお、この場合、次順位者を候補者とする。  

 

10．その他  

（１）参加申込書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。  

（２）企画提案書及び価格提案書について、１者につき１提案に限る。  

（３）参加申込書を提出した後、企画提案書及び価格提案書の差替、訂正、再提出をすることはで 

きない。ただし、宮津市から指示があった場合を除く。  

（４）参加申込書を提出した後、宮津市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあ 

る。  

（５）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案者の負 

担とする。  

（６）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法（平 

成４年法律第 51号）に定める単位とする。 

 

スケジュール 

 ２月 ５日（木）   
募集要項等の配布開始 

質疑受付開始（電子メール） 

 ２月 13 日（金）午後５時必着 質疑締切り 

 ２月 17 日（火） 質疑最終回答期日（市ホームページ） 

 ２月 18 日（水） 応募書類の受付開始（持参又は郵送） 

 ２月 24 日（火）午後５時必着 応募書類の受付締切り 

 ３月  ２日（月） 

プレゼンテーション等の実施 

選定結果の通知 

契約手続き 
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（別紙１） 

宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務等委託仕様書 

 

本仕様書は、宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務等を受注する者の業務に

ついて、必要な事項を定める。 

 なお、プロポーザルによる委託候補者選定後に、技術提案内容等を勘案して詳細な仕様を定める。 

 

１．業務の目的 

本業務は、宮津市庁舎整備基本計画に基づく庁舎整備事業に関連して、新たな行政事務を見据えた

オフィス環境や業務（ＤＸ推進や文書削減なども含め）を進める職員の意識改革を一体的に進め、庁

舎機能の移転・集約後において、行政事務が円滑に執行できる執務環境を確立することを目的とする。 

 特に、令和 8年度の建築設計期間においては、行政側の専門事務局（アドバイザー）として、各種

調査に基づき策定した「レイアウト検討資料（素案）」等を建築設計側に提示することで、実運用に

即した設計内容の具現化を支援する。令和 9年度以降は、確定した建築設計図面を前提として、詳細

な備品選定や運用定着までを一貫した伴走支援を求めるものとする。 

 

※参考資料（宮津市役所ホームページに掲載） 

 ＊宮津市庁舎基本構想等検討委員会第１回   

・庁舎基本的事項資料（P3～P11） 

   https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/18731.html 

 

 ＊「庁舎整備に係る基本計画」の答申を受けました。  

・答申書  ・宮津市庁舎整備基本計画書 

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/26867.html 

 

 

  

https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/18731.html
https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/1/26867.html
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２．業務の対象施設 

  本業務の対象は、図１に示すものとし、施設等の概要は以下のとおりとする。 

【図１】業務の対象施設の位置図 
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３．業務内容 

    受注者は、宮津市庁舎整備基本計画に基づく庁舎整備事業に関連して、新たな行政事務を見 

据えたオフィス環境や業務（ＤＸ推進や文書削減なども含め）を進める職員の意識改革を一体的 

に進め、庁舎機能の移転・集約後において、行政事務が円滑に執行できる執務環境を確立するこ 

との検討にあたっては、宮津市と十分な打合せ・協議を行いながら、次に掲げる業務を実施する 

こと。 

 また、建築設計側の受託者ともスケジュールについて、十分に協議し、調整すること。 

 なお、受託者は、企画提案内容を踏まえ、必要に応じてその内容や時期について、発注者と協 

議・調整できるものとする。 

 

(1) 執務環境（ワークプレイス）および現況調査 

ア 現地調査等による執務環境および現状レイアウトの把握 

イ 現状レイアウト図の作成 

ウ 現状物品・什器の個別把握および新庁舎への流用判定 

エ 保存文書量の実測調査（Fm 換算等）および新庁舎での収納量等に基づく削減目標の設定 

オ その他、現況把握に付随する要件整理等 

 

(2) 働き方（ワークスタイル）改革および意識醸成支援 

ア 働き方や職員の意識に関する調査（アンケート調査等） 

イ 働き方改革や職員の意識改革、新庁舎での働き方の浸透に向けた研修、視察、 

ワークショップ等の企画・実施 

ウ 窓口改革および DX推進に伴う業務最適化（BPR）に向けたアドバイザリー支援 

エ その他、ソフト面の変革に付随する要件整理等 

 

(3) レイアウト検討資料の提示および詳細設計業務 

※なお詳細設計業務は、既に事業者決定している建築側設計事業者が示すレイアウトに対する 

助言・指導及び詳細配置に係る調整などを想定 

ア 関連部署に対するワークスタイル等のヒアリングおよび個別要件定義 

イ 行政側の意思決定および建築設計への反映を目的とした、専門的知見に基づく「レイアウ 

ト検討資料（素案）」等の提示 

ウ 確定した建築設計図面を基にした、座席割・什器配置・詳細動線等を確定させる「詳細レ 

イアウト設計図」の作成 

エ 新規什器等の調達に伴う入札仕様書（案）の作成および最終的な既存物品流用リストの策 

定支援 
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(4) プロジェクト推進および設計反映への支援 

ア 本プロジェクトの全体進行管理（PM支援）および定例会議等への出席 

イ 建築設計側に対するレイアウト意図の説明、および設計図書への反映に向けた技術的な連 

絡調整支援 

ウ 本プロジェクトにおける検討事項に対する、専門的見地（有識者・学識経験者等）からの 

  助言・提案 

 

(5) 移転計画策定支援 

ア 移転全体工程表（案）の策定 

イ 移転作業に伴うナンバリング図面および物品移動リストの作成 

ウ 職員向け移転作業マニュアルの作成および説明の実施 

エ その他、円滑な移転完遂に向けた実務支援 

(6) 独自提案 

その他、本業務の目的を達成するために有効と認められる手法、施策等の提案 

 

４．業務実施体制 

  受注者は、本業務の遂行にあたり、業務を適切に実施するために必要な経験・知見を有する人員 

を配置するとともに、類似業務に十分な経験のある管理責任者及び副管理責任者を置き、業務の適 

切な進捗管理を行うこと。 

 

５．業務計画 

  受注者は、業務の開始にあたって、本業務の実施における具体的な業務工程、業務管理方法、体 

制を記載した業務計画を策定の上、提出すること。業務の遂行を進める中で業務計画の修正・更新 

が必要となった場合には、宮津市と協議の上、適宜、修正・更新を行うこと。 

 

６．再委託 

  受注者は、本業務の全部又は一部を再委託若しくは請け負わせてはならない。ただし、本業務の 

一部であって、事前に書面にて報告し、宮津市の承諾を得たときはこの限りでない。 

 

７．貸与資料 

宮津市は、本業務の実施にあたり関係資料等を貸与する。なお、受注者は、宮津市から貸与され 

る関係資料等についてその重要性を認識し、取扱い及び保管を慎重に行わなければならない。 

 

８．成果品 

受注者は、業務内容の結果を取りまとめ、宮津市の承認を得た上で、次のとおり成果品を提出す 

ること。 
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(1) 業務報告書（全体）               ５部  

(2) ワークプレイス運用ガイドライン・ルール案    ５部 

(3) 文書調査結果報告書および削減支援資料      １部 

(4) 移転用詳細図面、ナンバリング図および物品リスト １部 

(5) 独自提案に係る資料               １部 

(6) その他、業務執行において作成した資料       １部 

(7) 提出資料 (1)～ (6) を記録した保存媒体（CD-R 又は DVD-R 等）２部 

 

９．その他 

（１）本プロポーザルにおける企画提案の内容については、宮津市からの指示が無い限り、本仕様 

書への記載の有無を問わず原則採用する。 

（２）受注者は、本業務の執行上知り得た秘密を、他に漏らしてはならない。また、この契約期間 

満了後においても、同様とする。 

（３）受注者は、本業務に係わる資料及び結果を、宮津市が指示する目的以外に使用してはならな 

い。 

（４）本業務の成果品は、すべて宮津市へ帰属するものとし、受注者は、宮津市の許可なく成果品 

等を公表または貸与してはならない。 

（５）本仕様書に記載のない事項、又は疑義が生じた事項については、宮津市と受注者が協議し、 

宮津市の指示を受ける。 
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（別紙２） 

評価基準表 

№ 評価項目 
配

点 

係

数 
評価の着目点 

１ 

業務実施体制等 

・法人の概要 

・業務体制 

・業務分担 

・業務工程 

５

点 

× 

１ 

・本業務を遂行するに際し、十分な業務

実施体制が構築されているか。 

・法令遵守、個人情報保護、守秘義務等

について確実性・信頼性があるか。 

・全体の業務工程は適切か。 

２ 

類似業務実績 

・オフィスレイアウト設計の実績 

・働き方改革、意識醸成支援業務の実績 

・文書量調査等業務の実績 

・引越計画等策定業務の実績 

５

点 

×

１ 

・本業務の類似業務について十分な実

績を有しているか。 

・本業務を遂行するに際し、経験、ネッ

トワーク等を活かした効果が期待でき

るか。 

３ 

執務環境（ワークプレイス）および現況調査 

①現地調査等による執務環境および現状レイ

アウトの把握 

②現状レイアウト図の作成 

③現状物品・什器の個別把握および新庁舎への

流用判定 

④保存文書量の実測調査（Fm 換算等）および新

庁舎での収納量等に基づく削減目標の設定 

⑤その他、現況把握に付随する要件整理等 

５

点 

×

３ 

・調査や実施する内容や手法は、具体的

かつ効率的か。おおよその業務日数は全

体工程と整合が図られているか。 

また、創意工夫はあるか。 

・調査や実施する各項目は、論理的に関

係性が整理され、業務成果は明確である

か。 

４ 

働き方（ワークスタイル）改革および意識醸成

支援 

①働き方や職員の意識に関する調査（アンケー

ト調査等） 

②働き方改革や職員の意識改革、新庁舎での働

き 

方の浸透に向けた研修、視察、ワークショップ

等の企画・実施 

③窓口改革および DX 推進に伴う業務最適化

（BPR）に向けたアドバイザリー支援 

④その他、ソフト面の変革に付随する要件整理

等 

５

点 

×

３ 

・調査や実施する内容や手法は、具体的

かつ効率的か。おおよその業務日数は全

体工程と整合が図られているか。 

また、創意工夫はあるか。 

・調査や実施する各項目は、論理的に関

係性が整理され、業務成果は明確である

か。 
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５ 

レイアウト検討資料の提示および詳細設計業

務 

※なお詳細設計業務は、既に事業者決定してい

る建築側設計事業者が示すレイアウトに対す

る助言・指導及び詳細配置に係る調整などを想

定 

①関連部署に対するワークスタイル等のヒア

リングおよび個別要件定義 

②行政側の意思決定および建築設計への反映

を目的とした、専門的知見に基づく「レイアウ

ト検討資料（素案）」等の提示 

③確定した建築設計図面を基にした、座席割・

什器配置・詳細動線等を確定させる「詳細レイ

アウト設計図」の作成 

④新規什器等の調達に伴う入札仕様書（案）の

作成および最終的な既存物品流用リストの策

定支援 

５

点 

×

３ 

・実施する内容や手法は、具体的かつ効

率的か。おおよその業務日数は全体工程

と整合が図られているか。 

また、創意工夫はあるか。 

・実施する各項目は、論理的に関係性が

整理され、業務成果は明確であるか。 

６ 

プロジェクト推進および設計反映への支援 

①本プロジェクトの全体進行管理（PM支援）お

よび定例会議等への出席 

②建築設計側に対するレイアウト意図の説明、

および設計図書への反映に向けた技術的な連

絡調整支援 

③本プロジェクトにおける検討事項に対する、

専門的見地（有識者・学識経験者等）からの助

言・提案 

５

点 

×

３ 

・実施する内容や手法は、具体的かつ効

率的か。おおよその業務日数は全体工程

と整合が図られているか。 

また、創意工夫はあるか。 

・実施する各項目は、論理的に関係性が

整理され、業務成果は明確であるか。 

７ 

移転計画策定支援 

①移転全体工程表（案）の策定 

②移転作業に伴うナンバリング図面および物

品移動リストの作成 

③職員向け移転作業マニュアルの作成および

説明の実施 

④その他、円滑な移転完遂に向けた実務支援 

５

点 

×

３ 

・実施する内容や手法は、具体的かつ効

率的か。おおよその業務日数は全体工程

と整合が図られているか。 

また、創意工夫はあるか。 

・実施する各項目は、論理的に関係性が

整理され、業務成果は明確であるか。 
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８ 
上記３～７の各評価項目以外の検討調査に係

る独自提案 

５

点 

×

２ 

・宮津市庁舎整備基本計画に関連する

執務改善及び移転集約に向けた支援業

務へ波及させる観点において、独自提案

は、有用性がある内容となっているか。 

９ 価格評価 ５点 

・適正な見積額が示され、委託上限額の

範囲内か。 

（満点５点×提案価格のうち最低価格/

自社の提案価格） 

合計 100 点  

 

（評価の基準） 

  ５点 優れている 

４点 やや優れている 

３点 標準 

２点 やや劣っている 

  １点 劣っている  
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（様式１） 

令和  年  月  日 

 

  宮津市長  様 

 

                       所在地 

                       会社名 

                       代表者名            ㊞ 

 

 

参加申込書 

 

 

宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務等委託に係る公募型プロポーザルにつ

いて、関係書類を添えて、参加を申し込みます。 

 なお、参加資格の要件を満たしていること及び提出書類の記載事項は事実と相違ないことを誓約します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【担当者連絡先】 

           所  属 

           氏  名 

           電話番号 

  FAX 番号 

  E-mail 
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（様式２） 

共同企業体届出書兼委任状 

  令和  年  月  日 

宮津市長 様 

 

共同企業体名称 

代表構成員 

所在地 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                                 印 

 

構成員１ 

所在地 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                                 印 

 

構成員２ 

所在地 

商号又は名称 

 

代表者職氏名                                 印 

 

 

「宮津市庁舎移転集約に関する執務環境整備及び移転支援業務等」に係る企画提案公募について、

以上のとおり共同企業体を結成し、以下の権限を代表構成員に委任します。 

なお、代表構成員は各構成員をとりまとめ、公募型プロポーザル参加に係る一切の責任を負うとともに、

受注者に選定された場合は、業務の遂行及びそれに伴う当共同体が負担する債務の履行に関し、一切の責

任を負うものとします。 

 

（委任事項） 

１ 公募型プロポーザルの参加申請に関する事項 

２ 契約の締結に関する事項 

３ 経費の請求受領に関する事項 

４ その他応募に必要な事項 


